
革蛋放資料 昏  

医療機器産業ビジョン運用サイクル  ハードル  
・薬事法（修理）医療法（保守）の行為の一連性に疑問  
・医療法上での要件や義務違反に対する甘さがある  
・リモートルテ、マルチヘ●ンダー介在数が垣根となり煩雑  
・ぢ代等表示系物理特性測定の棲準化に曖昧さがある  
■セキュリテルステムヘ●ン㌢－の育成や認定制度に不備が有  

要望施策  
■安全の視点での保守点検費用における一定割合い   
の税制上の控除の検討  
・予防保守解析技術に対する評価体系の確立  
，部品供給基準や安全遵守規準の策定と標準化  
・ホスビタルフ†の位置付けと保険制度上での評価  

医療機器の産業発展は関連する企業が市場原理に基づき  
自由に開発競争を行っていくことが基本であるが、医療機器 （画像診断機器や放射線治療穫器等）産業は今後汀化の国  

家的施策の中で又市場変化の流れの中で求められる技術を  
開発し産業化する辛が求められてきている。そのためには多  
くの考えるハードルがある。それを政府と産業界が一体となり  
乗り越える努力が必要。  

医療機器（画像診断領域）は医薬品と異  
なり販売後当該機器が継続的にその性  
能を維持し安全を担保する上で保守や  
修矧こ伴う課題も考える必要がある。又  
一定期間住用し使用終了時は廃棄とい  
うフbセスが伴う。今後日本の医療機器産  
業が成熟した産業へと衣替えする為に  
は研究から廃棄、そして循環型のサイクル  
運用産業ビジョンでなければならないと  
考える。ここではその流れに沿って考え  

薬 事 法  

煮詰ガ芳一柳・居〕観象浄療ノにおげ古殿盆景・扇甲鱈の都l船美音一声イス芳崖音■J質産業房に  
屠す石崖貰・脚（．オ畢慮好、メソカンタ筈）が密屠押に暑中L．慶事ん震妻ざ石原轟ご虔カヂ石エリニ㌔彦  
虜の題叢から音卓彦退学若劇這っ慶事／こ好Lてニ寿ぎ意影晋を虜ぽざぎ衣  題を整理し、法比系上一利産休系上・税  

教育啓量産勉など各項削こおける産業  
J  

17■lヽ婁ナーtヽ  

安全性確保  

政策を考える。  

リモート情報セキュリティ検討  
遠切なる部品供鶴基準検討   

安全遵守基準の検討  

循環型社会  
への寄与  

ニ芳書ユ「／君iぎf7 

クラスタ・へ」スの着＝弄ノ野村の甜  
御念穿此＆〝∧」タカ廟す名題瀞  
改正／甜・磨裾制定腐揮切屋置／誘致  
好悲した願秦鮎簸落首彦・イン乃憂慮  

リサイクル可材料の回収システム  
リユース可能材料の回収システム  
デポジット可能領域の研究と実験  

好賠Lた脚好の広屠支塚   
兵題劇′屡や戸」タ∧Lスの屠挙危  

屠着厨題／／′責脚との麒窟倍  

．愚右肩一度靡冴仁よ眉＃ノ野7ケみンデ  
潮庶挽の度合J虜置以戸  
ムユズ／の鋭辟器テ」クーペ」ズ館  三▲きごLむこfごヱだ ≠  

ハードル  
・廃棄物や環境に対する認練不足  
・ライフサイクルコスト意識が希薄・コスト経常に理解が無い  
・リサイル／リユース可能構成品の採用に消極的  

要望施策  
・リサイル／リユース材料の構成割合の目標他設定  

■環境製品の導入に対する政府の積棲的誘導  
・再生費用の補てん制度（保険制度含め）確立  
・省エネルギー優遇税制の医療機蕃枠の新設  

ハードル  
・一連の過程におけるCRMシステム不足  
・中古品販売の法的明確化が不明瞭  
・総合評価的購入基準が少数  
・政策的保険願価による市場導入ブレーキ  

要望施策  
・ODAの医療機器枠の拡大  
・機器購入等における医療物理士の育成  
・FDGの流通ステーツシ］ンの設置  

・保険制虔での機器の適正なる評価  

・産官学連携環境の整備がされていない  
・診断機器領域の保険での適正評価曖昧  
・研究開発上の情報集積機能の機関不在  

要望施策  
・政府補助金の柔軟な運用体制の確立  
・研究開発減堀における「総額」割合の導入  
・日本版日ECONの立ち上げ  
・国防関係予算の充当  
・NEDO補助金の効果的活用  
・分野毎の研究開発指定病院の認定  

・承認における薬事規制と期間かかり過ぎ  
・C2保険導入の不透明さ  
・医療機器セントの機能整備  
・流動的保険評価によるマーケット規模不確実  

要望施策  
・医療機器セントと審査セント機能の再整理   
■医療工学系の審査官の育成  
・政府主導標準化SCMの展開  
・機器・部品トクルサ7■ライネットワークの確立  

・米国に比して治験の期間コストかかりすぎ  
・画像臨床データ解析のN数が少ない  
・医療の流れから見た技術開発が希薄  

要望施策  
・高度先端解析技術開発の積極的誘導   
り」＼児・救急用専用機の開発支援  

・CADの分野／部位別開発の支援   
りト型化のための多菜種参加型支援  
・診断手技高度検証特別医療区の設置  

共  通  事  項  
法体系  

教育啓賓／′†萬  

健康日本21の政策促進  
・自治体、医師会との連携  

薬事法における明確な取り扱い事項  
・CRT装置など診断機器の薬事上取り扱い  
・應床用ソ7トの位置付け  

・承認手続きの短縮化  
・保険導入手続きの透明化と早期適用  
・治験期間とコストの改善  

医療法における薬事法との整合  
・保守点検の責任体系と修理との関係  

PL法  

■開発における免責特例の創設  
知的財産法の充実  
・特許等知的財産の帰属の明確化  
・著作権の適切な保護  

個人情報保護法  
・早期実矧こよる診療録の外部保存の応用  

診療報酬制度  
・保険点数設定の根拠の明確化  
・保険点数化へのスムーズな流れ  

医工連携の制度上役割の明確化  
・研究（支援）／開発（支援）／の明確な役割  

助成金／補助金  
・中長期的視点にたった科学研究費の投入  
・ぱらまき予算からの脱却  
・競争的資金の充実  

症例デート集積機関の設定  
・CADにおける各部位症例別臨床例の集積  
・がん支援拠点病院やNCCとの政寮的連携策  

高機能化での基礎研究  
・日本版NIBIBの設立  
・機器開発支援大牢／病院の設置  
t産業化（技術移転）への誘導策の明確化  
・特定機能／小児拠点など機能と役割の明確  

救急医療  
・消防庁との共同開発支援  

医療の1T化への効果的推進策  
■1T関連予算の継続と効果測定の標準化  

国家的プロジェクトの立ち上げ  
・防衛庁／自動車・航空機産業他関連産業と   
の共同開発及びODAの中核的役割設定  

税制上の優遇策の変更  
（特別償却／税制控除等の政策的対応）  
・研究開発減税の創設  
・研究費総額制度による研究促進策  
・IT投資減税の創設  

・メカトロ税制の復活  
・高度省力化税制の榎活  
・省エネルギー俊遇税制の医療機器枠の拡大  

・予防健診への受診向上の為の啓蒙教官  
健康保険組合との連携  
・職員への健康管理意識高橋と受診機会拡大  

医療従事者への系統だった教育研偲  
・機器システムに関する教育・指導  
・教育力リキュラムへの導入  

教育啓蒙及び有用性広報  
・医療機器に関する有用性や効果を国民へ継続的   
に訴求し、より高度な医療技術へ関■bを高める  

情報集積と情報開示  
・21世紀の必要とされる医療技術に関する情報ス   
トックと応用化へセンター機能の構築   

NIB18  th亡Natほnal【nst■tUteof8柑med■Cal】飢きかg＆Bi8即訂neerngEstabl■Shim亡ntAct 画倹医学と生体工学融合研究横牒  
HEDO 一 新工ネんキー・産美技術結合開発機棉  
SCM S叩plyChalnManaEem引－t 政府主導のトケルサ7‘ライわトワーク（標準化）  
CRM Cust叩erRelaいonsh■PManagtmbnt 製造／詫通／販売のり■ローハ‘ル供給体制  



芦取資料B皿①  

医療機器産業ビジョン運用サイクル  
ハードル  
・義幸浅海彗‘層原法t保守．・の荷嵩の一連注に疑問  
・医療法上での要件や♯務違反に対する甘さがある   
りモ」リンチ マルチヘ’ンター一介在勤が垣根となり煩雑  
・¢八尋表示系物零時性郵真の樗草化に懐辞さが萎ミ  

・二 ‡イ書こて・L諺言責＝篭＝ 丁備「有  

要望施儒  
・安全の視点での保守点検費用における一定割合い   
の税制上の控除の検討   
予防保守解析技術Iこ対する評価体系の確立  
・部品供給基準や安全遵守規準の策定と標準化   
ホ1り17イの位1付けと保険制眉上での評輌  

医療機器の産業発展は関連する企業が市場原理に基づき  
自由に開発競争を行っていくことが基本であるが、医療検器  
（画像診断機器や放射繚治療機羊等）産業は今後汀化の国  
家的施策の中で又市場変化の流れの中で求められる技術を  
開発し産業化する辛が求められてきている。そのためには多  
くの考えるハードルがある。それを政府と産業界が一体となり  
乗り越える努力が必要。   

医療機器（画像診断領域）は医薬品と異  
なり販売後当該機器が継続的にその性  
能を維持し安全を担保する上で保守や  
修理に伴う課題も考える必要がある。文  
一定期間使用し使用終了時は廃棄とい  
うプロセスが伴う。今後日本の医療機萎産  
業が成熟した産業へと衣替えする為に  
は研究から廃棄、そして循環型のサイクル  
運用産集ビジョンでなければならないと  
考える。ここではその流れに沿って考え  
ていきたい。  

薬事 法  

好意ガ厨（廓象森野・腰蠣普療ノにお／ナる臓努・珊の言古l麒者・グ「とス題辞青■勝仁  
属す思念茅・顧慮野（片鱗〃′働都力噛層脚＝芽¢ん、磨声L象磨埠屏時に虜カデるエリ凡庸  
身の題綬から各石炭蓼委戯鼠虜睾に好Lて二太きな影響管皮膚さぎ∂r  

リモート情報セキュリティ検討  
適切なる部品験給基準検討   

安全遵守基準の検討  
安 全 対 策  安 全 性 確 保  

開発から製造／生産にいたる効率化  産桑集積・ク乏凋成  
研究／開発 集中特別区  

生 産  研 究  開 発  

循環型社会  
への寄与  

扁ぎき；府＃・筈   

リサイクル可材料の回収システム  
リユース可能材料の回収システム  
デポジット可能領域の研究と実験  

．君．折詰一脚仁よる鯛アタカシクー  クラスタ・∧二イの煮夙野併の厨虚  
虜厨の倉曹此＆宥れ」グ擁壁厨す葛虜訝  
改正／討顔・虜好紗維イ詳密  
好此Lた鰐＃黒鉄麒・〟′灘  

＃好ん血筋聯の広尾甜   
＃題朗やデ」タヘ㌧才の粛挙焙  

御題／／／芽柳との崩粛舵  
勝敗の廃合・慮逆以テ  
ムブス／の鹿鼠摩穿テLター∧㌧て虔摩  

とこ≠L′r劇毒孝一青々や  

ハードル  
・廃棄物や環境こ対する認織不足   
ライフサイルコ朴意維が希薄・コスト経♯に理解が無し、  
リサイ加ノノリユース可能構成品の採用に消極的  

要望施策  
・リサール／′リユース材料の構成調合の巨樺破綻定   

環境製品の導入に対する政府の積極的誘導   
再生暮用の補てん制度（保険制産含め）確立  
省エネルギー優遇税制の医療職翳枠の新設  

ハードル  
一連の過程におけるCRMソステム不足   

指鼻面繋〃．・か町明餓k育二千準帝   

法会評価き‘）蹟′九基準た‘J敷   

政策的保険評価による市場導入プし－キ  
要望施策  

・∴こご亡眞やF薫器笹ノノ娠ノ 

・機器購入等における医療物理士の育成  
・FDGの未達ステーツシ】ンの設1  

保険制産での機器の適正なる評価  

・承認における薬事規制と期間かかり過ぎ   
▲C2保険導入の不透明さ  
・医療機豊セン5トの穐能整備  

・流動的保険評価lこよるマーケット規模不確実  

要望施策  
・医療機器セントと書査セノト機能の再整理   
医療工学系の審査官の育成   
政府主導躊華化SCMの展開   
韓器・部品卜朝川7うイわトワークの確立  

・重言辛連騰環境の整備がされていない  
・診断機器領域の保険での適正評価曖昧  
研究関機上の情報集積機能の機関不在  

要望施策  
・政府補助金の柔軟な運用体制の確立  
研究開発親掛こおける「総額」割合の導入  
日本版BECONの立ち上げ  
国防関係予算の充当  

・・．モ［ノC椅む名刀；チ要さ 主立  

・分野毎の研究開発指定病院の認定  

・米国に比して治験の期間コスIかかりすぎ  
・声像鴎珠データ解析の日数が少ない  
・医■の流れから見た技術開発が希薄  

要望施策  
・ホ度先端解析技術開発の横棒的誘導  
りl、児一救急用書用機の開発支援  
・CADの分野／部位別開発の支捜  
r小型化のための多業種♯加型支援  
・診断手技高度検柾特別医療区の設謬  

共  通  事  項  

制度体系  
薬事法における明確な取り扱い事項   

上層丁票置など診鱈鰐蓉薫薬事上酎．ナ扱い   

臨床用ソフトの位置付り   
承諾手続きの短縮化  

・保険導入手続きの透明化と早朝適用  治験期間と］スlの改善  

医療法における薬事法との整合   
簾守毒誘の責任捧系と鯵撃との踪倖  

PL法  

・開発におけ毛免貪特例の創設  
知的財産法の充実  

個人情報保護法  ＝早期票領空二女号諺信汚三誉整吾琴丘荘眉   

症例デート集積機関の設定  
・CADにおける各部位症個別臨床例の集積  
・がん支援拠点病院やNCCとの政策的連携策  

高機能化での基砿研究  

健康日本21の政策促進  
・自治体、医師会との連携   
r予防腱診への受診向上の為の誓暮教育  

健康保険組合との連携   
瀾頂への確度菅寧意諺高携と受診穣会拡七  

医療従事者への系統だった教育研修  
・陽器システムに関する教育・指導  
・教育かノキュラムヘの導入  

教育啓雀及び有用性広報  
・医療横雲引こ関する有用性や効果を国民へ継続的   
に訴求し、より高座な医療技術へ関心を高める  

情報集積と情報開示   
t21せ紀の必要とされる医療技術に関する情報ス   
トソクと応用化へセンター機能の構築   

診療報酬制度  
・保険点数設定の橋拠の明確化   
保険点数化へのスムーズな流れ  

医工連携の制度上役割の明確化   

助成金／補助金  
ヰ長期的視点にたった科学研究者の投入   
ばらまき予算からの脱却  
稜争的輝金の充実  

税制上の優遇策の変更  
（特別償却／税制控除等の政策的対応）  

救急医療  
・消防庁との共同開発支援  

医療の汀化への効果的推進策   
rT笹連子責エ轡拝ごラモ早新車∫、′巧雀汀  

国家的プHジェクトの立ち上げ  
防術庁／自動車・航空機産業他関連重美と   
の共同開発及びODAの中核的役割設定  

NLBEB：th，Nさt；onzLrhst■tUteOfB】orTndicalTn13卯g＆E］ioenE，neeT■11EEstat）［；shiTn．ntAct 画像医学と生休工学融合研究構関  
NEDO：新エネルギー・産業技術総合開発機構  
SCM ：Supl）lyChh仙m岬耶即t政府主導のト帥サフ●ライわトワーク（標準化）  
cRM ．Cus【ロmerRelat和れ；hわMan叩巾即l製造／荒適／販売のクーローハール供給体制  



開票資料BⅢ②  

医療機器産業ビジョン運用サイクル  ハードル  
・薬事法（修理）医療法（保守）の行為の一連性に疑問  
・医療法上での要件や義務違反に対する甘さがある  
・リモートメンテ、マルチヘ●ンダー介在数が垣根となり煩雑   

■c止等表示系物理特性測定の標準化に曖昧さがある  
・セキュリティシステムヘ●ンダーの育成や評定制度に不備が青  

葉望施乗  
・安全の視点での保守点検受用における一定割合い   
の税制上の控除の検討  
・予防保守解析技術に対する評価体系の確立   
t部品供給基準や安全遵守規準の策定と標準化  
・示入ビれフィの位置付けと保険制度上での評価  

医療機器の産業発展は関連する企業が市場原理に基づき  
自由に開発競争を行っていくことが基本であるが、医療機器  
（画像診断機器や放射線治療機器等）産業は今後汀化の国  
家的施策の中で又市場変化の流れの中で求められる技術を  
開発し産業化する辛が求められてきている。そのためには多  
くの考えるハードルがある。それを政府と産業界が一体となり  
乗り越える努力が必要。  

医療機器（画像診断領域）は医薬品と異  
なり販売後当該機器が継続的にその性  
能を維持し安全を担保する上で保守や  
修理に伴う課題も考える必要がある。又  
一定期間任用し使用終了時は廃棄とい  
うフ●ロセスが伴う。今後日本の医療機器産  

業が成熟した産業へと衣替えする為に  
は研究から廃棄、そして循環型のサイクル  
運用産業ビジョンでなければならないと  
考える。ここではその流れに沿って考え  
ていきたい。  

薬 事 法  

1顔爵芸者・グーとス題辞看・ノ野脚仁  
属する企業■脚伏鱗メシガシタ菩ノが轡．雪踏  L、慶事L朗ぢ局摩仁威力ダ葛エリア。窟  

度上・政策誘導策・教育啓蒙活動など各項目における産業  個別領域において課題を整理し、法体系上・勧度捷系上・柏 制 政策を考える。  蓼の超新一らを石彫腰を叙彦、慶事仁ガL  

リモート情報セキュリティ検討  
適切なる部品供籍基準検討   

安全遵守基準の検討  

開 発  

循環型社会  
への寄与  

－スとLT、／卜  

符倍Lた題憲二解析の威服真澄   
兵置舶やテ」タヘL／ての疫挙焙  

棚題．／イ弄脚との腰穿焙  

リサイクル可材料の  ＿屠廓粛・動軌野による貞厨7ケ声〟′デ  
臓鰍の居合■虜遭〃デ  
∠ブス／の磨尻腰者デLター∧」ズ麿廊  

虜厨の含屠化＆伊ニッ爛チる願  
改正／／／甜・虜好掘観野の厨露／／靡  
好此Lた傍＃芽暦と編集玄穿・イン7斬  

∵一L  

の、5紆応  ・産官学連携環境の整備がされていない  
・診断機器領域の保険での適正評価曖昧  
・研究開発上の情報集積機能の機関不在  

要望施策  
・政府補助金の柔軟な運用体制の確立  
・研究開発減税における「総親」割合の導入  
・日本版BECONの立ち上げ  

・承認における薬事規制と期間かかり過ぎ  
，C2保険導入の不透明さ  
・医療機器セントの機能整備  
・流動的保険評価によるマーケット規模不確実  

要望施策  
・医療機器センターと審査セント機能の再整理  
・医療工学系の審査官の育成  
・政府主導標準化SCMの展開  
・機器・部品トタルサフ■ライネ亦ワークの確立  

上嵐に対尋己．  一連の過程におけるeR岨止  
中古品販売の法的明確化が不明印  

・米国に比して治験の期間コストかかりすぎ  
・画像臨床データ解析のN数が少ない  
・医療の流れから見た技術開発が希薄  

要望施策  
・高度先端解析技術開発の積極的誘導  
・小児・救急用専用機の開発支援  
・CADの分野／部位別開発の支援  

・リサイクル／リユース可能稗成島の採用に消極的  

要望施策  
・リサイクル／リユース材料の構成割合の目標値設定  

・環境製品の導入に対する政府の積極的誘導  
・再生兼用の補てん制度（保験制度含め）確立  
・省エネルギー優遇税制の医療機帯枠の新設  

・総合評価的購入基準が少数  
・政策的保険評価による市場導入ブレーキ  

要望施策  
・ODAの医療機器枠の拡大  
・棟器購入等における医療物嘩士の育成  
・FDGの流通ステーツシ】ンの設置  

■保険制度での機器の適正なる評価  

国防関係予  
小型化のための多業種参加型支援  
払■亡土＋▲・■－d亡▲0．■丁■▲±＝⊂Il一口≡・■■⊇l・＝■・′h亭几  

－ソフトウエアの原皮  

仁層官軍葡鞋担   

一療鹿森感綴喜  

手技高度検証特別医療区の設置  

共  通  事  項  

症例デート集積梯関の設定  
・CADにおける各部位症例別臨床例の集積  
・がん支援拠点病院やNCCとの政策的連携策  

高機能化での基礎研究  
・日本版NIBIBの設立  

税制上の優遇策の変更  
（特別償却／税制控除等の政策的対応）  
■研究開発減税の創設  
・研究費総額制度による研究促進策  

健康日本21の政策促進  
険点数設定の根拠の明確化  自治体、医師会との連携  

予防健診への受診向上の為の啓蒙教育  敢化へ鱒スムーズな流れ  
の制度上役割の明確化  合との連携  ・保険導入手続きの透明化と早期適用  

（支援）／開発（支援）／の明確な役割  理意識高揚と受診機会拡大  ・治験期間とコストの改善  

・保守点検の責  

国民へ継続的  知的財産法の充実  
技術へ関心を高める  ・特許等知的財産の帰属の明確  

・著作権の適切な保護  
個人情報保護法  

lH B；0川E■neerlngC（〉nSO止ium BAAA：B10mat亡「■al3Acce5SAssur8nC8Act（生  

eN8t（。∩8‖n5t■tUteOf8■Omed；c81】maging＆BioenEineeri叩Est8bli5h■mentAct 画像医学と生体工学融合研究楼閣  国家的プロジェクトの立ち上げ  
・防衛庁／自動車・航空機産業他関連産業と   
の共同開発及びODAの中核的役割設定  

エネルギー・産菓技術総合開発構欄  
トックと応用化へセンター橙能の構築   早期実現による診療録の外部保存の応用  pplyChainManagem帥t政府主導のト帥サ7■ライネットワーク（梓準化）  

Cus10merRelat柑nSh■PMa悶gement製造／荒通／販亮のク‘ローハール供給体制  



鰐陳資料B唾③  
医療機器産業ビジョン運用サイクル  ハードル  

・薬事法（修理）医療法（保守）の行為の一連性に疑問  
・医療法上での要件や義務違反に対する甘さがある  
・リモートルテ、マルチヘ●ンデー介在数が垣根となり煩雑  

・¢止等表示系物理特性測定の標準化に曖昧さがある  
・セキ■斤イシステムヘ●ントの育成や訝虐制度に不備が有  

要望施策  
・安全の視点での保守点検費用における一定割合い   
の税制上の控除の検討  
・予防保守解析技術に対する評価体系の確立  
・部品供給基準や安全遵守頴準の策定と標準化  
・ホスビルフィの位書付けと保険制虔上での評価  

医療機器の産業発展は関連する企業が市場原理に基づき  
自由に開発競争を行っていくことが基本であるが」医療機器  
（画像診断機器や放射線治療横器等）産業は今後汀化の国  
家的施策の中で又市場変化の流れの中で求められる技術を  
開発し産業化する事が求められてきている。そのためには多  
くの考えるハードルがある。それを政府と産業界が一体となり  
乗り越える努力が必要。  

医療機器（画像診断領域）は医薬品と異  
なり販売後当該機器が鰻溺的にその性  
能を維持し安全を担保する上で保守や  
修理lこ伴う課題も考える必要がある。文  
一定期間使用し使用終了時は廃棄とい  
うプロセスが伴う。今後日本の医療機器産  
業が成熟した産業へと衣替えする為に  
は研究から廃棄、そして循環型のサイクル  
運用産業ビジョンでなければならないと  
考える。ここではその流れに沿って考え  
ていきたい。  

薬事 法  

い廃霹葉音・グーと万屋岸者・掛  
属する盆景・脚伏線雄ク蔓）カ触  L、慶事ん爾ち屠」蓉仁彪力紹エリアこ粛  

個別領域において課髄を整理し、連休系上一制度紘系上・税  
など各項削こおける産業  脚活動 政策を考える。  

炭の臓tら倉岳彪靡あ章観象慶事／こ訝Lてニオきを影  

「。－一」   】  

リモート情報セわリティ検討  
適切なる部品供給基準検討   

安全遵守基準の検討  
安 室 性 硝  

露環型社会  
への寄与  

好此Lた脚の脚  L 
兵題舶やテタ＜㌧才の虜準焙  

願顔品／／領杭幕房との磨讃窟此  

点本肩・脚によ石井ノ野アタカツタ■  
威樹皮産着との居合・鹿茸以デ  
∠ユて／の鹿免疫静テLタ【ヽ」ズ戯  

鹿討め倉督焙＆イ′へ」タ嫡チ盈樹  
皮jE．／′押・虜好j軟看i豹野の鰍露好  
好燈した傍疲霹級と鵬■欄  

鰯鰭  ■産官学連携環境の整備がされていない  
・診断機器領域の保険での適正評価曖昧  
・研究開発上の情報集積機能の機関不在  

要望施策  

承認における薬事規制と期間かかり過ぎ  
C2保険導入の不透明さ  
医療横畢セントの機能整備  
流動的保農劇価によるマーケワト規模不確実  

米国に比して治験の期間コストかかりすぎ  
画像臨床データ賦析の日数が少ない  
医療の流れから見た技術開発が希薄  

中古品販康の法的  
購十㍑′ノリユ帽ス可能  

による市場導入ブレーキ  
リサイウル／リユース材料の構成割合の目標値設定  

環境製品の導入に対する政府の積極的誘導  
の塙極約誘導  仰用事t  

小児・微急用   0⊂〉Aの怯旅情帯砕の拡大  
楼寄航ネ睾1tおりる医療物理上の育成  

専用應の開発支援  
生費用の補てん制度（保険制虔含め）確立  GA白め分野／部位別開発の支援  

省エネルギー優遇税制の医療緩署枠の新設  7ソヨンの誌番  業績参加型支は  茂祭」瓢急卜組付引ネ椚頼経立  

共  通  事こ 項  

貞卜三㌢  
療日本21の政策促進  

▼【1づ好吉葉の緩挺の明経化  也痺臍削芦屋焦例の果礪  
桝JCCとの改詩的連携桑  

医師会との連携  
化へのフム▲ズな流れ  

iiuぷ．」⊥デュ三■行巨岩臼㌫肇右  
健診への受診向上の為の啓蒙教育  承認手続きの  での基堤研究  研究費総顎割毎によ乙研究促進策  合との連携  保険導入手続きの透明化と早期適用  

理恵陣幕持と受診機会拡大  治験期間とコ朴の改善  
籍ユ1・詭斉 ○－‾王事1：．一潤蟻磯  
なト境終トキ郎ぬ明視   

㍗経  
巻藁葺1  

村針柳樟えか∴ニ イ】紆こ  
，、・‡i賢妻「．い亘亘け轟  

掛率畑針封項倶  

■ト【＝r        、L R  

篭詐シュテムに詳けそ軒竿  
・紘預かパニエ＝ラムハかやノ、  

温乳㌢乱射封樟駅頭ほ  
凍翫師匠痢廿里叫．  国民へ継続的  知的財産法の充実  技術へ関心を高める  特許等知的財産の帰属の明確  

著作権の適切な保護  
個人情報保護法  
・早期実現による診療領の外部保存の応用  トックと応用化へセンター機能の構築   




